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学から 3年を経過した後 5年以内に論文博士の学位を申請した場合には、前項の学力の確認を免除する。

6 論文審査の結果、その内容が著しく不良であると認めるときは、試験及び学力の確認を省くことができ

る。

（審査期間）

第 34 条 第 20 条の規定は、論文博士の学位論文の審査期間に準用する。

（審査委員の報告）

第 35 条 審査委員は、博士の学位論文の審査、試験及び学力の確認を終えたときは、論文とともにその審

査の要旨、試験及び学力の確認の結果の要旨に、学位を授与できるか否かの意見を付して、速やかに研究

科委員会に提出しなければならない。

（研究科の議決）

第 36 条 第 12 条の規定は、研究科委員会の議決に準用する。

（審査結果の報告）

第 37 条 第 23 条第 1項の規定は、審査結果の報告に準用する。

2 試験及び学力の確認を行わないで、論文博士の学位を授与できないものと議決したときは、試験及び学

力の確認の結果の要旨を付すことを要しない。

（学位の授与）

第 38 条 第 24 条第 1項の規定は、論文博士の学位の授与に準用する。

2 論文博士の学位授与の時期は、その都度定める。

（学位論文要旨の公表）

第 39 条 第 25 条の規定は、論文博士の学位論文の要旨の公表に準用する。

（学位論文の公表）

第 40 条 第 26 条の規定は、論文博士の学位論文の公表に準用する。

（学位の登録）

第 41 条 第 27 条の規定は、論文博士の学位の登録に準用する。

第 6章　法務博士（専門職）

（法務博士（専門職）の学位）

第 42 条 本学専門職大学院法務研究科（法科大学院）法務専攻において、規定の修業年限を満たし、所定

の授業科目を履修し、修了に必要な単位数を修得した者には、本学専門職大学院学則の定めるところによ

り、法務博士（専門職）の学位を授与する。

（学位授与の時期）

第 43 条 法務博士（専門職）の学位の授与の時期は、３月とする。

第７章　その他

（学位の名称）

第 44 条 本学から学位を授与された者が学位の名称を用いる場合には、次のように学位の種類、専攻分野

及び本学名を付記するものとする。

学士（××）学習院大学

修士（××）学習院大学


